
 七十七銀行は、宮城県のリーディングバンクとして、明治11年の創業以来永きに

わたり地域の皆さまと共に歩んでまいりました。昭和36年に経営の基本理念として

制定し、現在も行動の規範として役職員に浸透している「行是」では、「自己の利

益と公共の利益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する」旨を謳っています。

また、そのなかでも「奉仕の精神の高揚」を第一に掲げて、地域社会の繁栄のため

に奉仕する姿勢を説いています。 
行  是 

 

      銀行の使命は、信用秩序の維持と預金者保護の精神を旨とし、自らの創
意と責任において資金の吸収と信用の創造を行い、もって国民経済の発展
に寄与することである。 

   この公共的使命に基づき、当行は地方銀行として、自己の利益と公共の
利益との調和をはかりながら、地域社会に貢献する。 

     以上の理念に立脚し、ここに当行に職を奉ずるもののよるべき軌範を定
める。 

 
一．奉仕の精神の高揚 
   銀行の発展は、地域社会の繁栄とともにあることを認識し、つねに奉仕

の精神の高揚につとめる。 
一．信用の向上 
   銀行の生命は信用にあることを銘記し、つねにその向上につとめる。 
一．和協の精神の涵養 
   和協の精神は、職務遂行の根幹であることを自覚し、つねにその涵養に

つとめる。 
 

 七十七銀行は、こうした基本理念のもと、地域社会の持続的な発展のためにリー

ダーシップを発揮して、社会的責任を果たし地域社会と共生する企業となることを

目指しています。 ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●● ● 

 具体的には、地域経済の発展に寄与するために、地域への円滑な資金供給とお客

さまのニーズに合わせた商品・サービスの提供を行っているほか、地域経済の活性

化のために、企業活動のサポートや各種情報の提供を行っています。さらに、良き

企業市民としての観点から、社会貢献活動も継続的に行っています。●●●●●● 

 本年3月、東日本大震災という国内観測史上最大の自然災害が発生し未曾有の被

害をもたらしました。  ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●● 

 七十七銀行は、活力に満ち豊かで優しさにあふれる地域社会を一日も早く取り戻

すため、地域社会への貢献を積極的に行い、「行是」の理念を全ういたしますとと

もに、その内容を地域の皆さまに十分にご理解いただけるよう今後とも努力してま

いります。 ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ●●●●●●● ● 
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○地域貢献に関する考え方 


